
 

    令和５年４月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 第４回 

 

東大和市教育委員会定例会会議録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大和市教育委員会 



－１－ 

令 和 ５ 年 第 ４ 回 東 大 和 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録  

 

１．日   時 令和５年４月27日（木曜日）午後１時30分～午後２時38分 

２．場   所 東大和市役所会議棟第６・第７会議室 

３．出 席 委 員 １番  岡 田 博 史（教育長） 

        ２番  岩 田 圭 子 

        ３番  藤 宮 志津子 

        ４番  内 野 裕 子 

        ５番  鈴 木 一 德 

４．欠 席 委 員 なし 

５．説 明 職 員 

教 育 部 長 小 俣   学  
教育部参事兼 

教育指導課長 
小 野 隆 一 

教育総務課長 斎 藤 謙二郎  
新 校 開 設 

担 当 課 長 
大 野 祐 司 

学校施設更新

等 担 当 課 長 
中 橋   健  

指導担当課長

（ 統 括 指 導 

主 事 ） 

菅 野 恭 子 

青 少 年 課 長 石 川 博 隆  生涯学習課長 岩 野 秀 夫 

中央図書館長 浴   靖 子    

６．書 記 

庶 務 係 長 長 瀬 由美子  主 事 淺 井 亮 介 
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○議事日程 

第 １ 議席の指定について 

第 ２ 会議録署名委員の指名 

第 ３ 教育長諸務報告 

第 ４ 第 ７号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ５ 第 ８号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ６ 第 ９号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ７ 第１０号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ８ 第１１号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ９ 第１２号報告 事務の臨時代理の承認について 

第１０ 第２２号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

第１１ 第２３号議案 東大和市民会館の指定管理者の指定に係る意見の申出につ 

           いて 

第１２ 第２４号議案 東大和市社会教育委員の委嘱について 

第１３ 第２５号議案 令和５年度東大和市社会教育関係団体連合体に対する補助 

           金の交付に伴う諮問について 

第１４ 第２６号議案 東大和市立公民館運営審議会委員の解嘱について 

第１５ 第２７号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命について 

第１６ その他報告事項（１）令和５年度小・中学校環境整備事業、第七小学校建 

              替事業一覧 

           （２）令和６年度使用教科書採択について 

           （３）令和５年度東大和市青少年健全育成方針について 
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午後 １時３０分開会 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎開会の辞 

○岡田教育長 では、時間になりましたので始めたいと思います。 

  ただいまから、令和５年第４回東大和市教育委員会定例会を開催いたします。 

  会議に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

  ４月１日付で東大和市教育委員会の教育長として市長より任命をいただきまし

た岡田博史です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  前真如教育長に引き続き、４人の教育委員さんと皆さまと力を合わせて、当市

の教育行政を推進してまいりたいと考えておりますので、何とぞ特段のご理解と

ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づく教育長職務代

理者には、引き続き岩田委員を指名しております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１ 議席の指定について 

○岡田教育長 では、日程第１、議席の指定を行います。 

  東大和市教育委員会会議規則第５条の規定によりまして、委員の議席は教育長

が会議に諮って定めることとなっております。 

  議席につきましては、ただいまご着席されている席を議席といたしますが、こ

れにご異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、議席につきましては、ただいまご着席の議席を

指定いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第２ 会議録署名委員の指名 

○岡田教育長 日程第２、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、藤宮委員にお願いいたします。 

○藤宮委員 はい。分かりました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第３ 教育長諸務報告 
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○岡田教育長 日程第３、教育長諸務報告を行います。 

  資料をご覧ください。 

  教育長諸務報告です。 

  ４月３日、月曜日、市職員辞令交付式に出席いたしました。続いて、管理職辞

令交付式に出席いたしました。続いて、校長・副校長合同会に出席いたしました。

続いて、教育委員懇談会に出席いたしました。 

  ４月４日、火曜日、新規採用教員辞令伝達式に出席いたしました。フレッシュ

な新規採用教員に辞令を交付して、これからの東大和市の教育をお願いしたとこ

ろです。 

  ４月６日、木曜日、第八小学校入学式に出席いたしました。 

  ４月７日、金曜日、第五中学校入学式に出席いたしました。また、社会を明る

くする運動役員会に出席いたしました。 

  ４月10日、月曜日、第二小学校を訪問いたしました。 

  ４月11日、火曜日、校長会に出席いたしました。また、東京都市教育長会定例

会及び総会に出席いたしました。 

  ４月12日、水曜日、副校長会に出席いたしました。また、図書館相互利用協定

調印式に出席いたしました。こちらは小平市の図書館の相互利用ということでご

ざいます。 

  ４月13日、木曜日、北多摩西地区保護司会東大和分区定期総会に出席いたしま

した。 

  ４月14日、金曜日、第四小学校、第十小学校、第四中学校を訪問いたしました。 

  ４月16日、日曜日、北多摩西部消防少年団卒入団式に出席いたしました。今年

度も多くの少年団の団員がおりまして、とても頼もしく思ったところです。 

  ４月17日、月曜日、東京都多摩教育事務所を訪問いたしました。 

  ４月19日、水曜日、校長会役員会に出席いたしました。 

  ４月24日、月曜日、第一小学校、第八小学校、第一中学校を訪問いたしました。

また、本市に関わっておりました職員、教員がこのたび校長に昇任をしたという

こともございまして、あきる野市立御堂中学校、そしてあきる野市立前田小学校

のほうに訪問をいたしました。本市で頑張っていた職員や教員が他市でも活躍を

している姿を見て、大変うれしく思いました。 

  以上で諸務報告を終わります。 
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  ただいまの報告について、ご質疑等ございましたらご発言をお願いいたします。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 １日にこれだけ移動なされて、ご苦労さまです。 

○岡田教育長 ありがとうございます。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 それでは、教育長諸務報告を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第４ 第７号報告 事務の臨時代理の承認について 

◎日程第５ 第８号報告 事務の臨時代理の承認について 

○岡田教育長 日程第４、第７号報告 事務の臨時代理の承認について、日程第５、

第８号報告 事務の臨時代理の承認について、以上２件は関連がありますので、

一括して議題に供します。 

  報告の説明をお願いいたします。 

  小野教育部参事。 

○小野教育部参事兼教育指導課長 ただいま議題となりました第７号報告及び第８

号報告 事務の臨時代理の承認についてにつきましては関連がありますので、一

括して提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  第７号報告及び第８号報告ともに、東大和市いじめ問題対策連絡協議会委員の

交代に伴う内容であります。 

  内容につきましてご説明申し上げます。 

  本件は、東大和市いじめ問題対策連絡協議会委員の人事異動等により、委員の

解任及び任命をするものであります。 

  この件につきましては、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則第３条第１項の規定に基づき、令和５年４月１日付で事務の臨時代理を行

いましたので、同条第２項の規定によりご報告し、ご承認をお願いするものであ

ります。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 
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（発言する者なし） 

○岡田教育長 それでは、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第７号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

  引き続きお諮りいたします。 

  第８号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第６ 第 ９号報告 事務の臨時代理の承認について 

◎日程第７ 第１０号報告 事務の臨時代理の承認について 

○岡田教育長 日程第６、第９号報告 事務の臨時代理の承認について、日程第７、

第10号報告 事務の臨時代理の承認について、以上２件は関連がありますので、

一括して議題に供します。 

  報告の説明をお願いいたします。 

  小野教育部参事。 

○小野教育部参事兼教育指導課長 ただいま議題となりました第９号報告及び第10

号報告 事務の臨時代理の承認についてにつきましては関連がありますので、一

括して提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  第９号報告及び第10号報告とも、東大和市学校運営協議会委員の交代に伴うも

のであります。資料につきましても、同じものとなっております。 

  内容につきましてご説明申し上げます。 

  東大和市立第二小学校、第三小学校、第四小学校、第六小学校、第七小学校、

第九小学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校の校長及び副校長の人事異動、

また団体役員の交代などにより、委員の解任及び任命をするものであります。 

  この件につきましては、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則第３条第１項の規定に基づき、解任及び任命につきまして、令和５年４月



－７－ 

１日付で事務の臨時代理を行いましたので、同条第２項の規定によりご報告し、

ご承認をお願いするものであります。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第９号報告 事務の臨時代理の承認について、本件は承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

  引き続きお諮りいたします。 

  第10号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第８ 第１１号報告 事務の臨時代理の承認について 

○岡田教育長 続きまして、日程第８、第11号報告 事務の臨時代理の承認につい

て、本件を議題に供します。 

  本件の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第11号報告 事務の臨時代理の承認に

ついてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  東大和市社会教育委員を構成いたします選出区分のうち、学校教育及び社会教

育の関係者として東大和市立小・中学校長会から選出をされておりました石田玲

奈氏が、令和５年３月31日付で、選出委員の交代のため、東大和市社会教育委員

を辞任したい旨の届出を提出されました。 

  この件につきましては、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則第３条第１項の規定に基づき、令和５年３月31日付で、解嘱について事務
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の臨時代理を行いましたので、同条第２項の規定に基づきましてご報告申し上げ、

ご承認をお願いするものであります。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第11号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第９ 第１２号報告 事務の臨時代理の承認について 

○岡田教育長 続きまして、日程第９、第12号報告 事務の臨時代理の承認につい

て、本件を議題に供します。 

  報告の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第12号報告 事務の臨時代理の承認に

ついてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  東大和市立図書館協議会委員を構成いたします選出区分のうち、学識経験のあ

る者として上北台こひつじ保育園から選出されておりました飯田雅子氏が、一身

上の都合により、令和５年３月31日付で東大和市立図書館協議会委員を辞任した

い旨の届出が提出されました。 

  この件につきましては、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則第３条第１項の規定に基づき、令和５年３月31日付で解任の事務の臨時代

理を行いましたので、同条第２項の規定に基づきましてご報告申し上げ、ご承認

をお願いするものでございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 
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  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第12号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１０ 第２２号議案 東大和市学校給食センター運営委員会

委員の解嘱について 

○岡田教育長 続きまして、日程第10、第22号議案 東大和市学校給食センター運

営委員会委員の解嘱について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第22号議案 東大和市学校給食センタ

ー運営委員会委員の解嘱についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を

申し上げます。 

  本件は、東大和市学校給食センター運営委員会委員のうち、学識経験者として

選出をしております佐竹康彦委員及び木戸岡秀彦委員から令和５年４月30日付で

辞職したい旨の届出が提出されましたことから、同日付で両委員を解嘱するもの

でございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  特段よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第22号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について、本件
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を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１１ 第２３号議案 東大和市民会館の指定管理者の指定に

係る意見の申出について 

○岡田教育長 続きまして、日程第11、第23号議案 東大和市民会館の指定管理者

の指定に係る意見の申出については、事業者の選考中でございまして、事務の性

質上、公開することにより適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、会

議を非公開としたいと思いますが、これに賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○岡田教育長 賛成者全員です。 

  よって、会議は非公開といたします。 

  さらに、本案の会議録及び会議資料につきましても非公開としたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、そのように取扱いをいたします。 

  ここで、関係者以外の退場を求めます。 

（一部執行部退場） 

 

 

（この間非公開） 

 

 

○岡田教育長 ここで、会議の非公開を解きます。退場者の入場を認めます。 

（一部執行部入場） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１２ 第２４号議案 東大和市社会教育委員の委嘱について 

○岡田教育長 続きまして、日程第12、第24号議案 東大和市社会教育委員の委嘱

について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 
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  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第24号議案 東大和市社会教育委員の

委嘱についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  本件は、東大和市社会教育委員の交代に伴うものであります。 

  東大和市社会教育委員を構成いたします選出区分のうち、学校教育及び社会教

育の関係者として東大和市立小中学校長会から選出されておりました東大和市立

第一小学校長の石田玲奈氏を、令和５年３月31日付で解嘱したことに伴い、東大

和市立第八小学校の吉行一敏氏を委員として委嘱したく、ご提案申し上げるもの

であります。 

  任期につきましては、前委員の残任期間でございます令和６年４月30日までで

ございます。 

  なお、氏名、住所等につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第24号議案 東大和市社会教育委員の委嘱について、本件を承認することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１３ 第２５号議案 令和５年度東大和市社会教育関係団体

連合体に対する補助金の交付に伴う諮

問について 

○岡田教育長 続きまして、日程第13、第25号議案 令和５年度東大和市社会教育

関係団体連合体に対する補助金の交付に伴う諮問について、本件を議題に供しま

す。 

  議案の説明をお願いいたします。 
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  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第25号議案 令和５年度東大和市社会

教育関係団体連合体に対する補助金の交付に伴う諮問についてにつきまして、提

案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  地方公共団体が社会教育関係団体に対しまして補助金を交付しようとする場合

には、社会教育法第13条の規定に基づきまして、社会教育委員の会議の意見を聴

いて行わなければならないとされているところであります。このことから、令和

５年度東大和市社会教育関係団体連合体に対する補助金の交付に伴い、東大和市

教育委員会から東大和市社会教育委員会議へ諮問をするためにご提案申し上げる

ものであります。 

  なお、本年度の補助申請額につきましては、371万2,600円となってございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 予算金額が最後3,000円となっているのに対し、補助金申請が2,600円

となっていますけれども、この差額の400円をどこかに交付しないともったいな

いと思いますけれども、そんなことはないですか。 

○岡田教育長 岩野生涯学習課長。 

○岩野生涯学習課長 予算金額につきましては、市の予算計上上1,000円単位で計

上する必要がございまして、371万2,600円を切り上げて371万3,000円という予算

計上をさせていただいたという次第でございます。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 小俣教育部長。 

○小俣教育部長 今藤宮委員がおっしゃっているのは、この400円がもったいない

ということかと思います。ただ、各団体から上がってきました申請額につきまし

ては、それぞれの団体で必要とする総事業経費とか必要経費とかいろいろ出た上

で申請額として出てきておりますので、これを400円いかがですかということは、

申し訳ございませんがしておりません。あくまでもその各団体が必要と思われる

金額を積み上げて、補助金の交付申請額とさせていただいているところでござい

ます。 
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  以上でございます。 

○岡田教育長 よろしいですか。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

  私のほうからもよろしいですか。令和４年度の参考として申請額の内訳が出て

いますけれども、大体毎年同じ額が申請されてくるのでしょうか。 

  岩野生涯学習課長。 

○岩野生涯学習課長 お見込みのとおりでございます。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 何か補足はございますか。特段ないですか。何か変わったりとかと

いうこともあるんですか。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 それぞれの団体の補助申請額が当然変わることもございます。各

年度によって新規事業、継続又は廃止する事業もあると思います。そういう中で、

令和４年度の実績を踏まえ、令和５年度については同じ内容でいくという各団体

の考え方の下で同じ金額が申請されてきたというものでございます。特にその金

額が同じでなければいけないということは当然ございませんし、単純に同じ金額

で各団体から申請が上がってきたと、そういう理解でございます。 

  以上です。 

○岡田教育長 分かりました。ありがとうございます。 

  ほかにはご質疑よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、ここで質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第25号議案 令和５年度東大和市社会教育関係団体連合体に対する補助金の交

付に伴う諮問について、本件を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１４ 第２６号議案 東大和市立公民館運営審議会委員の解

嘱について 

○岡田教育長 続きまして、日程第14、第26号議案 東大和市立公民館運営審議会
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委員の解嘱について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第26号議案 東大和市立公民館運営審

議会委員の解嘱についてでございます。提案理由並びに内容のご説明を申し上げ

ます。 

  本件は、東大和市立公民館運営審議会委員の解嘱に伴うものであります。 

  内容につきましてご説明申し上げます。 

  東大和市立公民館運営審議会委員を構成いたします選出区分のうち、学識経験

のある者として選出されておりました荒幡伸一氏が、令和５年４月30日付で東大

和市立公民館運営審議会委員を辞任したい旨の届出が出されましたことを受け、

令和５年４月30日付で委員を解嘱するものでございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 

  岩田委員。 

○岩田委員 ほかの委員会とかは、次の方の名前が載っているんですけれども、公

民館運営審議会に対してはどなたも載っていないので、そこはまだ欠員というこ

との理解でよろしいでしょうか。 

○岡田教育長 小俣教育部長。 

○小俣教育部長 おっしゃるとおりでして、新しい方につきましては今選定中でご

ざいます。まだ申し上げられませんけれども、こちらの方に代わる学識経験者を

今選定中でございます。また後ほど、来月以降出てまいります。よろしくお願い

します。 

○岩田委員 ありがとうございます。 

○岡田教育長 ほかにはいかがでしょうか。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 
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  第26号議案 東大和市立公民館運営審議会委員の解嘱について、本件を承認す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１５ 第２７号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命に

ついて 

○岡田教育長 続きまして、日程第15、第27号議案 東大和市立図書館協議会委員

の任命について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第27号議案 東大和市立図書館協議会

委員の任命についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  東大和市立図書館協議会委員を構成いたします選出区分のうち、学識経験のあ

る者といたしまして上北台こひつじ保育園から選出をされておりました委員が辞

任いたしましたので、後任といたしまして同保育園長の町田とし江氏を令和５年

５月１日付で委員に委嘱するものであります。 

  なお、任期につきましては、前委員の残任期間であります令和６年４月30日ま

ででございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 それでは、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第27号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命について、本件を承認するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１６ その他報告事項 

○岡田教育長 続きまして、日程第16、その他報告事項を行います。 

  報告事項（１）令和５年度小・中学校環境整備事業、第七小学校建替事業一覧

について、本件の報告をお願いいたします。 

  中橋学校施設更新等担当課長。 

○中橋学校施設更新等担当課長 それでは、資料に基づきましてご説明申し上げま

す。 

  その他報告の資料（１）というのをご覧ください。Ａ４横になっております。 

  令和５年度の工事と委託、こちらの事業計画をご説明申し上げます。 

  まず、工事につきましては２つございます。 

  １つ目は第一小学校高圧受変電設備更新工事でございます。こちらにつきまし

ては、既に令和４年度から着手しておりまして、令和５年度の２か年工事という

ことで今年度完了する予定でございます。今のところ順調に進んでいるというと

ころでございます。 

  ２つ目は小学校体育館天井照明改修工事でございます。こちらにつきましては、

令和３年度からまずは中学校、令和４年度は小学校の半分、今年度最終的に小学

校の残り４校を照明のＬＥＤ化をしていくという工事でございます。 

  続きまして、委託のほうでございます。 

  委託の一番上に書いてあるのが第四・八小学校校庭芝生化維持管理委託でござ

います。こちらのほうは、校庭に芝生がございますので、例年どおり維持管理を

委託していくというものでございます。 

  その下、第七小に関して４つございます。こちらは七小の学校の建て替えに関

する事業でございます。 

  まず１つ目は第七小学校建替え基本構想策定業務委託でございます。こちらに

つきましては、もう既に取り組んでおりまして、今年度９月頃をめどに基本構想

を策定していくという方向でございます。 

  ２つ目は第七小学校耐力度調査委託でございます。こちらにつきましては、建

て替えに向けて既存の校舎及び体育館の耐力度というものを調査してまいります。 

  ３つ目は第七小学校建替え工事基本・実施設計委託でございます。こちらにつ

きましては、先ほどの基本構想の策定業務が整いまして完了した後に基本設計と
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実施設計に入っていくということで、今年度中盤から取り組んでいくように予定

しております。 

  最後に４つ目は第七小学校敷地測量委託でございます。こちらにつきましては、

現在七小の敷地を正確に測りまして、測量図を作成していくという業務になって

おります。 

  説明は以上となります。 

○岡田教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  一つすみません。耐力度というのはどのような調査になりますか。 

  中橋学校施設更新等担当課長。 

○中橋学校施設更新等担当課長 こちらは、既存の校舎の耐力度ということで、そ

の建物の安全性を点数化するんですけれども、その建物が安全であるかそうでな

いかというのを判定する調査です。仮に安全でないとなりますと、次に建て替え

るときに国の補助金や交付金等に関わってきまして、建物が安全でないと判定さ

れると、建て替えることを国として認めざるを得ないということで、その部分に

関しては補助金が入ってくる可能性がございます。補助金を申請する上で、この

耐力度調査をして安全かどうか調べ、建て替える必要があるということであれば、

補助金の採択の要件に当たりますというそういった流れなので、今後の補助金を

獲得する上でこの調査が必要なため、こちらの調査をさせていただく予定でござ

います。 

  以上です。 

○岡田教育長 よく分かりました。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 誤解がないように補足させていただきますけれども、今の建物が

安全ではないということではなく、その調査の結果で建て直す必要が認められる

ということになると、国から補助金を頂けるようなそういう話がありますので、

調査する必要があるということです。東大和市の一般財源というんですけれども、

市から出すお金の節約にもなりますので、今後、建て替えに伴って大きな金額が

必要になってまいりますので、そこを少しでも減らすことができればいいという

ことで行う調査でございます。建物が安全かそうでないかということよりも建て

替えのための調査でございますので、誤解のないように申し添えました。 
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  以上です。 

○岡田教育長 ありがとうございます。 

  岩田委員。 

○岩田委員 今のに関連して、以前に耐震工事をしましたけれども、耐震工事をし

ていると、ポイントとしては低くなるのでしょうか。 

○岡田教育長 中橋課長。 

○中橋学校施設更新等担当課長 おっしゃるとおり過去に耐震工事をしておりまし

て、構造的にはこれは安全ということで担保されている状態なんですけれども、

ただ築年数、老朽化というのがございます。老朽化とともに、やはり部分部分が

新築当時とは違う古さで、例えば外壁が剝がれ落ちたりとか壁が倒れたりとか、

そういう調査などがございます。基本的には建物は耐震化されていますので、地

震によって倒れることはないんですけれども、老朽化でどうかというところをこ

れは判断させていただくということでございます。 

  以上です。 

○岡田教育長 ほかはよろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  続きまして、報告事項（２）令和６年度使用教科書採択について、本件の報告

をお願いいたします。 

  菅野指導担当課長。 

○菅野指導担当課長 令和６年度使用教科書採択についてご説明をいたします。 

  本日机上にクリップ止めで資料をご用意いたしましたので、ご覧ください。 

  資料は、上から３点ございます。まず東大和市立小・中学校使用教科用図書採

択要綱、これが一番上です。２点目が東大和市立小・中学校教科書採択事務要領、

続きまして、東大和市立小・中学校特別支援学級用教科書採択事務要領、この３

点になっております。 

  昨年度は、小・中学校の特別支援学級用教科書の採択を行いました。今年度も

同じく特別支援学級用の教科書の採択を行いますけれども、今年度はそれに併せ

て小学校の教科書採択を行います。 

  まず、ステープラー止めの上から２番目、小・中学校教科書採択事務要領、こ

れを１枚めくっていただきまして、組織表をご覧ください。 
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  ４年前の小学校の教科書採択をしたときと同じ組織表になっております。ここ

に書かれてありますとおり、教科書の教科の調査部会、そして作成会議、これを

通して教育委員会のほうで出てきたものを取りまとめ、委員の皆さんに教科書採

択を上げるという流れになっております。 

  この組織表の裏面をご覧ください。 

  別表としまして、今年度の採択に係る事務手続の日程、これは（予定）になっ

ておりますが、今年度このような日程で進めてまいります。 

  そして、８番、７月28日、金曜日、この教育委員会において、教科図書の採択

ということで皆さまに諮りたいと考えております。 

  委員の皆さまには、ゴールデンウイーク明け頃に今年度も教科書の見本本の巡

回に関するお知らせをお手紙としてお配りします。今年度委員の皆さまには、教

科書のセットが１セットございまして、これを順番に４名の委員さんを巡回して、

届きましたらそこでチェックをして見ていただくということになりますが、期間

がお一人８日間になります。詳しいことはお手紙にまた書いてお伝えいたします

ので、何か気になることがありましたらその都度お問合せいただければと思いま

す。 

  私からは以上です。 

○岡田教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑はございますでしょうか。 

  岩田委員。 

○岩田委員 先ほどセットで届けてくださるというお話でしたけれども、教科ごと

のセットになるのか、それとも全部一遍に８日間で見るということですか。 

○岡田教育長 菅野課長。 

○菅野指導担当課長 今年度、教科書会社から届いている見本本のセットをもう一

度確認しますけれども、委員さんに見ていただくその教科ごとのものをそのまま

係の者がお届けに参りますので、その一つの固有の教科だけというのではなくて、

様々な教科が交ざっている教科書をセットとしてお届けする予定でございます。

また、お一人お一人８日間の期間で、採択の見本本がお届けできる期間が決まっ

ておりますので、順番で回そうと思っております。 

○岡田教育長 小野教育部参事。 

○小野教育部参事兼教育指導課長 １教科につき何社もあるので、一気に見るわけ
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でなければ、４回に分けさせていただいて順繰りということも対応できますので、

そういう形のがよろしいでしょうか。 

○岡田教育長 岩田委員。 

○岩田委員 お願いします。申し訳ありません。 

○岡田教育長 菅野指導担当課長。 

○菅野指導担当課長 では、今のご意見をいただきましたので、そのゴールデンウ

イーク明けのお知らせをお配りするときにその点についても分かりやすいように

記載してお渡ししますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○岡田教育長 教科も11にわたって何社もあるので、一気に来るとたくさんの量に

なるかと思いますので、何回かに分けまして、それが順繰りと回るように工夫を

してお願いしたいと思います。また、その後の勉強となるような資料等ありまし

たら、教育指導課のほうでお願いしたいと思います。 

  内野委員。 

○内野委員 教科書のことですが、昨年、おととし、中学校のときも感じたことが、

やはりどこをポイントとして見たらいいかというところがすごく悩むところでは

ありますので、ポイントを挙げていただけると大変助かります。すみません、素

人なのでよろしくお願いいたします。 

○岡田教育長 藤宮委員。 

○藤宮委員 私も先ほどのハミングホールの指定業者の５段階ではないですけれど

も、評価の一覧表をもとに、優れているや標準など、採点基準があると簡単です

が、全て自分の文章でとなると、８日間でこなすのは大変かと思います。何か評

価の仕方を簡素化してほしいと思います。 

○岡田教育長 菅野指導担当課長。 

○菅野指導担当課長 今ご意見をいただきましたので、チェックをしていただく際

の様式についてもまた後ほどご相談させてください。前回も見るポイントなどは

お渡ししたかと思いますが、おそらくそのお示しで分かりにくいということがあ

ったということですので、また調整させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

  以上です。 

○岡田教育長 岩田委員。 
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○岩田委員 この採択までに何回か勉強会といいますか、皆さんとどういうところ

がよいなどと話し合う期間が以前はありましたけれども、そういうことも考えて

いらっしゃいますでしょうか。 

○岡田教育長 菅野指導担当課長。 

○菅野指導担当課長 前回行ったときの実施方法等もまた伺いながら、委員の皆さ

んの日程も教えていただいて、そういう機会が設けられるように進めていきたい

と思っております。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○岡田教育長 １人で自宅でたくさん見比べてもなかなか難しいところがあるかと

思います。教員であってもなかなか難しいかと思いますので、見るポイントであ

ったり、少し事前に一緒に見る機会であったり、そういうのがあると分かりやす

いというところでしょうか。また工夫をお願いしたいと思います。よろしいでし

ょうか。お願いいたします。 

  では、教科書の採択についてはよろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 質疑を終了いたします。 

  続きまして、報告事項（３）令和５年度東大和市青少年健全育成方針について、

本件の報告をお願いいたします。 

  石川青少年課長。 

○石川青少年課長 その他報告（３）令和５年度東大和市青少年健全育成方針につ

いて、私のほうからご説明いたします。 

  東大和市青少年問題協議会は、東大和市青少年の健全な育成を目的に市長の附

属機関として条例で設置されたものでございます。 

  本協議会におきましては、青少年の指導、育成、保護等に関する基本的かつ総

合的な施策に関する事項の調査審議を行っておりまして、毎年度、こういった今

日お配りしましたような青少年健全育成方針を策定してございます。新型コロナ

ウイルスの影響で、令和３年度までは会議自体が書面開催という感じが続いてお

りましたけれども、令和４年度は、協議会のまた別の附属機関の専門委員会を３

回開催いたしまして検討を行いまして、この協議会全体で審議を経まして、こち

らお示ししました黄色い冊子、このパンフレットがございますが、令和５年度の

東大和市青少年健全育成方針を策定いたしましたので、教育委員の皆さまにご報
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告申し上げるものでございます。 

  内容につきまして、簡単にご説明いたします。 

  まず、表紙にあります健全育成の合い言葉「やまとのこ」という五十音の合い

言葉の表現については、これは昨年と同様に変更はございません。 

  １枚おめくり願います。 

  右側のほうになりますけれども、「はじめに」としまして、こちらに子どもた

ちを取り巻く環境ですとか、特にスマホですとかインターネットに代表されるＳ

ＮＳの中でトラブルや犯罪に巻き込まれないようにするための注意点等を記載し

て、また下のほうにも薬物に関しての注意点を記載しております。 

  もう１枚おめくりいただきますと全体が出てきますけれども、中央から右側の

一番上段に、この太字でもって「生きる力を養い すべての命を大切にしよう」

と書いてあります。これは昨年度と同じで、こちらが重点目標という形になって

ございます。 

  その下に、これに沿いまして、全体、家庭、地域、学校での取組について、そ

れぞれ細かく記載をしてございます。それぞれの中で、吹き出しの中の記載があ

りますけれども、これは昨年よりもちょっと簡潔な表現に改めた形になってござ

います。 

  最後に、こちらまたページを元どおり閉じていただきまして、裏をご覧いただ

きたいと思います。そうしますと、「小・中学生のみなさんへ」ということで枠

に囲まれており、その下の段は各種の相談機関の連絡先という形で、２段になっ

て示されております。これは、令和４年度の育成方針は上下逆でしたんですけれ

ども、まずはこちらを小・中学生のお子さんたちに何か困ったことがあったら見

てほしいということで、この「小・中学生のみなさんへ」というのを上に今回持

ってきまして、分かりやすくしたというところがございます。 

  また、今回は委員の皆さんのご意見もございまして、外国にルーツを持つ保護

者様もこの頃は増えていらっしゃるということで、全体として文章に振り仮名を

つけた形にしております。 

  先週には、この作成しましたチラシを市内の小・中学校、高校等へ配布をしま

して、周知を行っていたところでございます。 

  報告は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○岡田教育長 報告が終わりました。 
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  ご質疑はございますでしょうか。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎閉会の辞 

○岡田教育長 以上をもちまして、本日予定しておりました議事日程は全て終了い

たしました。 

  これをもって令和５年第４回東大和市教育委員会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

午後 ２時３８分閉会 
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